
平成22年3月1日～平成22年12月30日の間に住宅ローンをお借り入れいただいたお客さまを対象とした、
適用金利見直しルールと基準金利は下記のとおりです。

　１．お客さまがご利用されている商品または金利引き下げ内容によって適用金利が異なる場合がございます。
　　 くわしくは、契約内容をご確認いただくか、お取引店までお問い合わせください。

　２．お借り入れ後、金利タイプを「変動金利型」から「固定金利型」に変更する場合（固定期間終了時に再度選択される
　　 場合を含む）には、固定金利特約手数料10,800円（消費税込み）が必要となります。

　３．金利情勢等により、条件を変更する場合があります。

（１）現在、固定金利型をご利用中のお客さま

現在 今後

　■固定特約終了日直前の４月１日、１０月１日時点の当行
　   の定める住宅ローン専用基準金利を基準とする金利変
      動型の住宅ローン利率となります。
　■当月の基準金利（変動金利型）

変動金利 2.675%

　■固定特約終了日時点の、新規お借り入れのお客さまを
　    対象とした基準金利が適用されます
　　 ※固定特約タイプをご選択いただくには、ご利用中の固定特約タイプが

　　　　終了する月の約定返済日の2営業日前までにお手続きが必要です。

　■当月の基準金利（固定金利型）

期間 基準金利
固定3年 2.700%
固定5年 2.750%
固定7年 2.850%
固定10年 2.900%

※基準金利は毎月見直しを行います。

（２）現在、変動金利型をご利用中のお客さま
現在 今後

　■毎月4月1日・10月1日を利率見直し基準日（以下、基準
　   日という）とし、基準日における基準利率と前回基準日に
　　 おける基準利率を比較し、基準利率の変動幅の同一幅で
　　 年2回適用利率を変更します。なお、増額返済部分がある
　　 場合の適用開始日は、基準日以降最初に到来する半年
　　 毎の増額返済部分の約定返済日または利息支払日の翌
　　 日となります。

　　　　【利率見直し基準日（年2回）】
　　　　 増額返済併用なしの場合

見直し基準日

毎年4月1日

毎年10月1日

　■当月の基準金利（変動金利型）

変動金利 2.675%

　■固定特約終了日時点の、新規お借り入れのお客さまを
　    対象とした基準金利が適用されます
　　 ※固定特約タイプをご選択いただくには、ご利用中の固定特約タイプが

　　　　終了する月の約定返済日の2営業日前までにお手続きが必要です。

　■当月の基準金利（固定金利型）

期間 基準金利
固定3年 2.700%
固定5年 2.750%
固定7年 2.850%
固定10年 2.900%

※基準金利は毎月見直しを行います。

適用金利の見直しルールと基準金利

現在、変動金利型を

ご利用中のお客さま

引き続き
変動金利タイプ

を選択

　　固定金利タイプ
　　　　　を選択

※固定金利特約期間中は、利率の
 変更および「変動金利タイプ」への
 変更はできません。

適用開始日

6月約定返済日の翌日

12月約定返済日の翌日

ご利用中の金利タイプ 選択される金利タイプ

＜平成22年3月1日～平成22年12月30日の間にお借り入れいただいたお客さまへの適用金利について＞

　　変動金利タイプ
　　　　　を選択

 （固定期間終了後のお取り扱いに

 ついて特にお申し出がない場合は、
 自動的に変動金利になります）

　　固定金利タイプ
　　　　　を選択

※固定金利特約期間中は、利率の
 変更および「変動金利タイプ」への
 変更はできません。

現在、固定金利型を

ご利用中で固定期間

が終了されるお客さま

適用金利の見直しルールと基準金利ご利用中の金利タイプ 選択される金利タイプ

     【ご注意】 
      実際に適用となる利率は、ご利用いただいている金利プランや、保証料のお支払方法等に 
      より異なりますので、契約書をご確認いただくか、お取引店までお問い合わせください。 


